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この車両は、長期間ここに放置されて
います。

構内の環境保持及び交通に支障をきた
しているため、速やかに所持者の責任に
おいて学外に移動（撤去）して下さい。

なお、 年 月 日まで放置さ
れている場合には、東京大学本郷構内交
通規則の定めにより処分します。

最終処分通告書

東京大学 総長

年 月 日
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